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石油業法から共販会社構想へ

山 岡 暁

1は じ め に

戦後日本の石油産業は,一 貫 して,か つ強力に,石 油 メジャーズPの 世界戦

略の下に組み込まれてきた。たとえば,戦 後における米国の対 日占領政策体系

への石油メジャーズの介入2},あ るいは石油メジャーズによる日本石油産業支

配の確立 とその下での民族系石油企業の誕生,外 貨割当制と石油業法,.石 油メ

ジヤ.一ズが国際石油市場を支配す る却下での原油の輸入,「 消費地精製主義」

下での大企業向けC重 油の重点的な精製 ・販売,TEA"に よる石油製品輸入自

由化圧力など,こ れらの戦後日本の石油産業における 「苦難」の歴史は,石 油

メジャーズによる対 日戦略のあらわれであった帥。

1)石 油 メジャーズ とは,通 常,エ クソン 〔あ るい はエ ッ幻,シ ェル,BP(ブ リテ ィッシュ=ペ

トロ リアム).ガ ル フ,テ キサ コ,モ ー ビルおよび ソー カル(あ るいは シェブロン,ス タンダー

ド己オイル 己オブ=カ リフ †ルニア)の 国際的石油企業7杜 をさす。

2)こ の ことについての研究は数多 くあ るが,最 近 の研究 と しては,橘[ll武 郎 「GHQの 石 油政策

とメジ ャーズの対 日戦 略」「晋山経営論集」 第26巻 第2号,1991年9月.が あ る。

3)石 油 メジ ャーズの対 国際石油市場戦略 につ いて は,さ しあた り,山 田恒彦 ・廿 日出芳郎 ・竹内

一樹 「メジャー ズと米国 の職後政 策」 木鐸社,1977年,あ るいは,浜 渦哲維 「[増補]国 際 石油

産業/中 東 石油 の市場 と価格」 日本経 済評論仕,1994年,な どを参照 。

4)IEAと は,国 際 エネルギー機 関(lnternationalEnergyAgency)で あ る。 これは,1974年 に

設立 され,パ リに本部 がある。

5)石 油産業 はおおまか に開発 ・輸送 ・精製 ・販売 の4つ に段階 区分 され,開 発 側を 「上流 部門」,

販売側 を 「下流部 門」 と呼ぶ。通産省が構想 した 共販会社 は,販 売側 の,す なわち石油産業の下

流部門で ある。 この石油 産業 の下流部 門(精 製 および販売,す なわち 日本 の石油産業 の場 合は国

内部分全般)に かかわ る諸企業 のすべ てを類型化 し,分 析 ・総合 することで,は じめて 日本石油

産業の全体像 を把握ず ることがで きる。こうした研究 は,た とえば,鉄 鋼産 業につ いては,岡 本

博公 「現代鉄鋼企業の類型分・捌 ミネルヴ ァ書房,1984年,が あ り.石 油産業 につ いて も求め/
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日本 国内 で は,メ ジ ャー ズ,お よ び石 油 メ ジ ヤ「 ズ系 の石 油 企 業 は もち ろ ん

の こ と,民 族 系 石 油 企 業δ}もこ う した 石 油 メ ジ ャー ズ の対 日戦 略 の 枠 内 で 運 動

して行 か ざ る を え なか った 。.また,通 産 省 も,石 油 産 業 に おい て 国際 的 に支 配

力 を持 つ 石 油 メ ジ ャー ズの 戦 略 の 下 で,そ の 枠 内 で 政 策 を 出 して行 か ざ る を え

なか った。当然なが ら,そ の政策は試行錯誤の連続であった。

本稿の課題は,こ うした通産省の石油産業政策について,「 石油業法」の制

定と発動か ら,の ちに共同石油(グ ループ)7)の成立へ と向かってい くことと

なる 「共販会社構想」への展開を対象に,そ の意図と意義 とを明らかにす るこ

とで あ る。

さて,本 稿の対象である石油業法や共販会社構想当時の1960年 代前半におけ

る石油産業は,石 油精製能力が販売能力を上回る 「精販ギャップ」,ガ ソリン

スタンド乱立による価格の下落,な どの過剰設備 ・過剰生産による,民 族系石

油企業を中心 とした経営不振 といった状況にあ り,そ れは 「過当競争」 と呼ば

れて.いた。この状況の要因は,と くに日本国内における石油製品の販売,す な

＼ られ る。 このよ うな石油 産業 の全体構造 を明 らかにする研 究の中において石油 メジ ャー.ズお よび

メジャーズ系石油企 業の位置づ けを明 らかにする ことがで きて.は じめて石油 メジ ャーズに よる

日本石油産業支配 の戦略 と構造 が明 らかにされ.よう。

の 日本国内の石油企業 について,民 族系石油企業 とはその株式の所有が100%日 本企業 および 日

本の民間人によ って占め られている企 業であ り,石 油メ ジャーズ系企業 とは外資提携 な ど株式所

有の一部が石油 メジャーズによ って占められている企業であ り,メ ジ ャー ズとは石油 メジャーズ

に よってその株式 がすべて所有 されている実 質的に メジ ャーズの子会社 であ る石油企 業の ことで

あ る。

7).共 同石油株式 会社(以 下 「共同石油」)と は,1965年,通 産省 の政策的指導 によ って,日 本鉱

業株式会社,ア ジア石油株 式会社 および東亜 石油株 式会社 の民族系石油企業3社 の石油製品販売

部 門をま とめあげ ることによ って発足 した石 油元売 ・共販会社である。 この共同石油 に参加 ・関

連 した諸企業の総称を 「共同石 油 グループ」 と呼ぶ。なお,こ の共同石油 グルー プは,共 同石油

本社 とそれを親会社 とす る子会社だ けでは な く,共 同石油設立 時に販売部 門を集約 した 日本鉱

業 ・アジア石油 ・東亜石油 と,共 同石油の設 立後に共同石油が販売を受 け持つ ことになった富十

石 油株 式会社 ・鹿島石油株 式会社,さ らにそれ らの傘下企業 を も含 んで いる。 この共 同石油 グ

ループは,共 同石油本社 と日本鉱業 ・アジア石油 ・東亜石油な どとが親会社 ・子会社の関係 にあ

るわけではな く,親 会社 の事業 を中心 として形成 され る親子 関係型 のグルー プとい う意味での

「企 業グループ」(下 谷政弘r日 本 の系列 と企業 グループ」 有斐閣,1993年)で はない。 この よ

うな共同石油(グ ルー プ)の 成立,展 開,そ して解体までの経緯,お よびその企業形態 について

の詳細 は次稿以降 に譲 る。
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わ ち原 油 を 精 製 した 後 に で きあ が る各 種 の 石 油 製 品 を消 費 者 に販 売 す る まで の

過 程,そ して そ こで 繰 り広 げ られ る競 争 の あ り方 にあ った 。 そ の 流 通 機 構 は実

際 に は ひ じ ょ うに複 雑 で あ る が,お お まか には,石 油 精 製 会 社 → 石 油 元 売 会 社

→ 特 約 店 → 給 油 所 → 消 費 者 ,と い う流 れ とい え る。 石 油 製 品 は同 じ種 類 〔た と

えば 自動 車.用燃 料)の 製 品 で あ れ ば,ど の 精 製 会 社 が 生 産 した 製 品 で あれ,ど

の 元売 会 社 系 列 ドの どの 特 約 店 が あ つ か う製 品 で あ れ,.ど の 給 油 所 で 消 費 者 に

売 られ る 製 品 で あ れ,ど の ブ ラ ン ドで あ れ,そ の 品 質 は ほ ぼ 同 一 で あ る呂,。そ

の た め 販 売 部 門 にお い て,各 社 は 商 品 差 別 化 とい った 戦 略 も とれ ず,き び しい

価 格 競 争 に さ ら され て い た 。

本 稿 は,こ う した 状 況 の ドで 展 開 さ れ た 通 産 省 の 石 油 産 業 政 策 につ い て,石

油 業 法 の 制 定 お よ び発 動 と,共 販 会 社 構 想 と に焦 点 を当 て,こ れ ら2つ の政 策

の それ ぞ れ の 目的 と意 義 と を明 らか に し,さ ら に両.者の 関 係 を考 察 す る。

H石 油業法の制定と発動

1960年1月,政 府 は 第1回 貿 易.為替 自由 化 促 進 閣 僚 会 議 を開 催 し,自 由化 計

画 の検 討 に 入 った 。 この 会 議 は,同 年6月 に 「貿 易 ・為 替 自 由化 計 画大 綱 」 を

閣議 決 定 し,そ の 中 で 石 油 の 白山 化 に つ い て は1963年4月 以 降 に実 施 す る と し

た。 しか し1961年 に.入 り西 ヨー ロ ッパ1凄 国 が 相 次 い でIMF8条 国 へ 移 行 し

た こ とを受 けて,同 年9月,政 府 は,石 油 輸.入の 自由 化 につ い て,1962年1.0月

へ 繰 り ヒげ る こ と を決 定 した 。

と ころで,1952年7月 以 降 にお け る石 油 産 業 に対 す る政 府 の介 入 の方 法 は,

基 本 的 に は外 貨 割 当 制 に よ る もの で あ った 。 こ の制 度 に よ っ て政 府 は石 油 の需

品}そ のため 元売か ら消費 畜までσ,流通過程において,石 油企業は余分な在厘で ある石油製品 を抱

えている時,そ れ をプ ロ・一力.一に転 売L.,さ らにブ ロー カー はそれ を特約 店や独.立系の給油所

(ノー マー ク,.元 売の系列..ドにない給 油所の こと)に 卸 売 りし,そ こで最終消 費者に安値で販売

され,安 売競争 を激化させ ることがあ り,こ れが 「過 当競争一 の ・面であ っナニ。 こう した石油製

品を 「業転.玉」 〔楽音聞転売:Dと い う。 しか しこの 「業転.E」 流通 の実態 はよ くわか ッてい な

し、o
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給 調 整 や 石 油 製 品 の輸 入 制 限.を行 って い た㌔ しか しこ の外 貨 割 当 制 度 は 自由

化 以 降 に は廃 止 す る こ と とな っ て い た 。 した が って,政 策 当 局 に よ愚 石 油 業 界

へ の 保 護 ・育成 お よ び 介 入 ・統 制 は,こ れ ま で の外 貨割 当 制 を 通 じた 方 法 で は

行 え な くな るわ けで あ り,介 入 ・統 制 を継 続 す る の で あ れ ば,新 た な 方 法 を模

索 す る こ とが必 要 とな っ た。

そ こで 通 産 省 は,1961年7月,「 エ ネ.ルギ ー懇 談 会 」 を設 置 し た。 こ の 懇 談

会 は 審議 お よ び西 ヨー ロ ッパ諸 国 ぺ の 調査10Jを 行 った 上 で,同 年12月 に 「石 油

政 策 に 関 す る 中 間報 告 」 を ま とめ た 。

通 産 省 は,こ の 中 間報 告 を,石 油輸 入 自由化 後 の 石 油 政 策 の あ りか た,す な

わ ち石 油 業 法 制 定 の 有 力 な よ り ど こ ろ と した 。 この 報 告 は,「 石 油 政 策 に 関 す

る基 本 認識 と して 石 油 は我 が 国 エ ネ ル ギ 「 源 の大 宗 を な す 基 礎 物 資 で あ り,そ

の 低廉 か つ 安 定 的 な供 給 を確 保 す る こ とは 国 の 重 大 責務 で あ る こ と,石 油 は他

面 国 際 的 商 品 で あ り,輸 入依 存 度 の 高 い 商 品 で あ るの で,そ の 低 廉 か っ 安 定 的

な 供 給 を確 保 す るた め に は,国 内 石 油 市場 の 一 定 割 合 を 国 の 影 響 下 に 置 き得 る

こ と を基 本 と して 石 油 政 策 を総 合 的 に推 進 す べ きで あ る」'9と い う基 本 的 理 念

を持 って い た 。 しか し この 中 間 報 告 は,そ め 具 体 的 な 内 容 に つ い て は,全 委 員

の 意 見 が 一 致 せ ず,多 数 意 見 と少 数 意 見 の 並 記 とい う異 例 の 措 置 が と られ た 。

多 数 意 見 は,石 油輸 入 自由 化 を前 提 に.して,石 油 業 お よ び石 油 設 備 につ い て 許

可 制 を と る こ と,石 油企 業 各 社 は 事 業 計 画 に つ い て 届 出 を行 う こ と,必 要 な場

合 に は政 策 当 局 が 標 準価 格 を 設 定 す る こ とや 各 種 勧 告 を行 うこ と,な ど を定 め

る石 油 業 法 を制 定 す る こ とに 賛 成 す る もの で あ った 。 そ して 少 数 意 見'21は,石

油 業 法 の制 定 に反 対 し,.石 油 製 品 の 輸 入 自由 化 につ い て 延 期 す る こ とを求 め る

9)石 油企業各社は,割 り当てられた外貨で購入可能な範囲内の原油しか輸入できない仕組みに

なっていた。

10)調 査団は,1961年10月4日 から,約1ヶ 月かげて,イ ギリス,イ タリア,フ ランス,西 ドイツ

の4ヶ 国をまわり,石 油を中心とする各国のエネルギー事情やエネルギー政策を調査した。審議

は15回行われた。

11)松 井賢一 「石油業法の制定と石油政策」 〔通商産業雀躍商産業政策史編纂委員会編 「通商産業

政策史第10巻第3期 高度成長期 〔3)」通商産業調査会,1990年),507ペ ージ。

1鋤 この少数意見を展開したのは,委 員のなかでは脇村義太郎1名 であった。
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第1表 石油 業法に対す る各社 の態度 〔系列別)

賛 成 条件付き賛成 反 対

メ ジ ヤ ー ズ エ ッ ソ 石 油
カ ル テ ッ ク ス

シ ェ ル 石 油

..一

u本 石 油

日 本 石 油 精 製

興 亜 石 油

メジヤーズ系 東.亜燃 料 鉱 業
r菱 石 油

ゼ ネ ラ,レ 石 油

ゼ ネ ラ ル 物 産

昭 和 石 油

昭和四 日市石油

....一....一

大 協 石 油

ア ジ ア 石 油

II本 鉱 業

民 族 系 東 亜 石 油 11X興 産

丸 善 石 油

.日 本 漁 網 船 具

=日網 石 油 精 製

出所=済 藤 友 明 「石 油一(Vil伸..・ 下III浩一..・ 山 崎 広 明 編W後 ト1本経 営

史 第2巻 』 略{洋経 済 新 報 杜,1990年)238-241ペ ー ジ 、 を も とに 作 成.、

もので あ っ た。 通 産 省 は この 報 告 の 多 数 意 見 に した が い,1961年12月 に 「石 油

業 法 要 綱 」 を ま とめ た 、,

そ の後,通 産 省 は,通 産 大 臣 と業 界代 表 との 懇 談 会 を設 置 す る な ど,各 業.界

と意 見 の調 整 を行 い,9回 に渡 る手 直 しを行 った ヒで,1962年2月 に石 油 業 法

の最 終 案 を決 定 した 、,この 石油 業 法 案 は,同 年3月 に閣 議 決 定 され,第4帥li通

常 国会 に提 出 され た 。 石 油 業 法 案 は,附 則 の 一 部 修 正 を行 った 上 で,衆 参 両 院

に おい て全 会一 致 で 可 決 され た 。 そ して これ は 同 年5月4口 に成 立 し,1.1日,

法 律 第128号 と して 公布 され,7.月10日 か ら施 行 さ れ た 。

この.石油 業 法 の 制 定 過程 にお い て,石 油 業 界 内 にお け る業 法 に対 す る意 見 は,

賛成 ・条件 付 き賛 成 ・反 対 の 大 き く3つ に 割 れ た(第1表 参 照)。 賛 成 は,東

亜 燃 料 ⊥ 業,大 協 石 油,ア ジ ア石 油,日 本 鉱 業,東 亜 石 油,丸 善 石 油,日 本 漁

網 船 具,日 網 石 油 精 製 の8社,条 件 付 き賛 成 は,口 本 石 油,日 本 石 油 精 製,興
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亜石 油,三 菱 石 油,ゼ ネ ラ ル石 油,ゼ ネ ラ ル物 産,昭 和 石 油,昭 和 四 日市 石油,

エ ッソ石 油 の9杜,反 対 は,出 光 興 産,カ ル テ ック ス,シ ェ ル石 油 の3社 で

あ った13:1。外 資 提 携 の メ ジ ャー.ズ系 石 油 企 業 で あ る東 亜 燃 料 工 業 や 日本 石 油 な

どが賛 成や 条件 付 き賛 成 に 回 り,メ ジ ャー.ズの一 部 は 条件 付 き賛 成 を した 。 こ

の 背 景 に は,当 時,出 光 興 産 が イ ラ ン原 油 や ソ 連原 油 を 独 自 に輸 入 す る な ど し

て 成 長 い ち じる しい とい うこ とが あ ったh,。 こ う した 出 光 興 産 の活 動 に 対 して,

石油業法の制定によって制約を加えようとする意図があったのである1㌔ 石油

業法に対する各企業の態度のちがいは,結 局石油業界内部では調整をつけるこ

とが で きず,石 油業.界 と して の統 一 的 な意 見 を 出 す こ とは で きな か った 。 以 上

の よ うに 石 油 業 界 が 分 裂状 態 に あ った こ と もあ り,こ の 制 定 過 程 にお け る主 導

権は通産省が握っていた剛。そのため石油業法の内容は,通 産省の意図が反映

13〕 済藤友明 「石油」1米 川伸.一・下川浩一一・ill崎広明編…「戦後 日本経 営史第2巻 」 東洋経 済新報

社,1990年 〕239ペ ージQ

1の 橘川武郎 「革新的企業者活動の条件/出 光佐.モ(出 光商会 ・興産:】」(伊 丹敬之 ・加護野忠男 ・

宮本又郎 ・米倉誠 郎 縮 『ケー スプ7ク ト.]本企業の経 営行動4企 業家の群像 と時代の息吹 き1有

斐闇,1999年),参 照3

15:1こ れ について.脇 村義太郎氏は 「元渠販売業 者の出光は積極的ですか ら,あ あい うふ うにのし

てきた。 ところが,出 光のそ うい う積極的な進出ぽ競争会社 に対 して脅威 を5・えるような もので

あ り,通 産省 も快 く思わなか ったつ余 り1こ個性が強す ぎるので しょ㌔ 経営理念 におい て も到底

官僚の指導で きるものでない。.イランの石仙を入れ,そ.れ か らソ連 の油 を入れ は じめ たで しょう.

それが 同業者 には怖か ったのです。石油業法 を官僚だ けで なく業.斉の問で作 ってもらい たい とい

う気持 ちがい ささかで もで きたのほ,出 光に対す る恐怖感か らで あ り,ソ 連石油 に対す る恐怖感

からきてい たのです。何か枠 をつ くって おか なければい けないん じゃな㌣か ということになった

のです 」,旺 出光興 産に対 する恐怖感が〕 メジ ャーと組.んでい る口本 の会社にあ った。 また 目石

に とっては,元 来出光ば 自分の特約店で あった,そ の出光 の急速 な拡大 は好 ま しい とは思 ってい

ない。メジ ャーと組 んでい る他の会社 も,ソ 連原油 の輸入 の拡 大を恐れ た、だ から第1次 石 油業

法 〔戦.前の石油業法〕の場 合とはちが って,メ ジャーは第2次 石油業法 〔戦後 の石油業法:に 対

して,強 く反対す る とい うことはで きなか った。つ ま り,出 光 を抑 える ことが で きるだろ うと

思 っていま したか らね」,「出光 の販売能.力は他 を圧 していま した 。それ に加えて ソ連の石油 が安

く入るとい うこ とは,メ ジャーと組 んで いる日本の 会社 には脅威 であったゆ彼 等は メジヤ・.に牽

制されて,有 利で もソ連 原油を扱 うこ とはで きなか った、,当時行 われていた外 貨割当下では,安

い'ノ連石油 は非常 に有利 だった,,イ1油業法 の制定 に際 しては,こ うした出光の 自由な活動 を制約

しよ うとい う意図が業界内部にあった 」と,の ちに述 べている、脇 村義太郎 「石油問題 を語 る」

「経 済評論」 第28巻 第10号,1979年 工O月,14-15ペ ー ジ。 なお,〔:内 は引用 者。

16)戦 前 ・戦後の石油業法 〔1934.牢・1962年)と 電気 事業法(1931年 ・1964年 〕の成立過程 におけ

る主導権をめ ぐって,そ れが政府 ・通 産省にあったのか,業 界側 にあ ったのか,と い う議論 につ

いて は,橘 川武郎 「電 気事業法 と石油業法/政 府 と業界一(近 代 日本研究会編 「年報近 代[本/
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された ものとなった。

石油業法の主要な内容をみると,第1.条 で 「この法律は,石 油精製業等の事

業活動を調整することによつで,石 油の安定的かつ低廉な供給の確保を図 り,

もって国民経済の発展 と国民生活の向上に資することを目的とする」との理念

が示されていた。さらに,第3条 では,毎 年通産大臣が以降5カ 年の石油供給

計画を策定すること,第4条,第5条,第6条 では,石 油精製事業は許可制と

すること,第7条 では,特 定設備17)の新設 ・増設 ・改造も許可制とすること,

第8条 では,石 油精製業の譲渡 ・譲受け ・合併は通産大臣による認可を要する

こと,第10条 では,毎 年石油製品生産計画を届け出ること,第12条 では,毎 年

石油輸入計画を届け出ること,第15条 では,第1条 に書かれた理念のために必

要な場合には通産大臣が石油製品の販売価格の標準額を設定 し告示すること,

第16条 でに,石 油審議会を設置すること,な どとな.っていた1%

すなわち石油業法の内容は,石 油企業各社の生産計画や設備投資計画につい

て,事 実上,そ のほぼすべてにわた6て 通産省による許可を必要とする,と い

うことであった。

この石油業法は 「わずか半年の間にほとんどの条項が発動されることとなっ

た」働。また,政 府は石油産業を統制するという意図は薄い と強調 したが,「石

油業法は実際の運用においては企業の事業活動を強力にコントロールした」鋤

といわれている2L}。

＼研究13経 済政策 と産業」山川出版社,1991年)を 参照。

17)特 定設備 とは 「石油蒸留 設備(通 商産業 令で定め る基準 に従 って算定 した1日 の処理 能力が

150キ ロ リッ トル以上 のもの に限 る。).その他石油 の精製の用に供する設備であ って通商産業令で

定め るもの」(石 油業法第2条 第3項)で ある。

18)通 商 産 業省 鉱 山局 石 油醗 画課 ・石 油業 務 課編r石 油 業界 の現 状」 石油 通 信社,1966年,

403-481ペ ージ。

19)田 中紀夫 「石油産業」(日 本エ ネルギー経 済研 究所編 臓 後 エネルギー産業史」東洋経 済新報

社,1986年)151ペ ー ジ。

20}済 藤,前 掲論 文,245ペ ー ジd

21)通 産省 は石油業 法の制定とその発動 によって石 油業界 への介 入 ・統 制に成功 した,と 断 定する.

ことは困難で あ る。 これにつ いて は,並 木信義 「通産 官僚 の破側 講 談社,1994年,727-200

ペー ジ(原 題 「通産省 の終焉」 ダイヤモ ン ド社,1989年 、'加筆 ・改題),を 参照。 しか し,石 ノ
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以 上,通 産 省が 石 油 業 法 を 制定 した 目的 は,石 油 の 自由 化 後 に お い て も,石

油 業 界 に対 す る介.人を継 続 す る こ とに あ った 。 当 時 の 石油 業 界 内 にお け る 「過

当 競 争 」,そ して そ れ を激 化 させ て い る..一因 で あ る と思 わ れ て い た 出 光 興 産 の

独 自の 活動 な ど に対 して,統 制 をか け る必 要性 を 通 産 省 は感 じた の で あ る.そ

して この 石油 業法 の 意義 は,通 産省 の意 図が 石 油 業 法 に そ の まま 反 映 され た こ

とで あ った 。

III共 販 会 社 構 想

石 油 業 法 を 制 定 す る 過 程 で,「 政 府 関係 者 の コ ン セ ンサ.ス と して 浮 か び 上

が って きた構 想 に,民 族 系 石油 資.本を育 成 強化 し,エ ネ ルギ ー 供給 の 安 全保 障

を高 め る」 とい う もの が あ っ だ,そ れ を 受 け て通 産 省 の ・部 に は,「 開 発 ・生

産か ら精 製 ・.販売 ま で.一貫.して操 業 す る く和 製 メ ジ ャー 〉 を設 立 す べ きだ とす

る意 見 もあ った が,当 時 の状 況 で は無 理 と判 断 さ れ」 た とい ゲ3,.

通 産 省 は,そ こで,石 油 産 業 の下 流 部 門 で あ る 販 売 部 門 に お い て,将 来 に

1.和製 メジ ャー 」 を創 設 し育 成 す る際 に,そ の基 礎 とな るべ き石油 製 品 販 売 会

社 の設 立 を模 索 した 。 しか し,日 本 の 石 油 販 売.市場 は,既 存 の 石 油 企 業 に よ っ

て そ の シ ェ アの 大部 分 は ほ ぼ 固 定化 さ れ て い た 、,その た め,通 産 省 に は,ゼ ロ

か ら ま った く新 た に 官 製 の,あ るい は 半 官 半 民 の 国 策 会社 を設 立 し.て,:膏 油 販

売市 場 に新 規 参 入 す る とい う戦 略 に つ い て,そ の 実現 は 困 難 で あ る と.判断 され

た。

この た め通 産 省 は 「既 存 の 地 盤 を 基 礎 と して政 策 的 にそ の強 化 を図 る」ll'1と

い う方 向 で 新 た な政 策 を模 索 す る よ う にな った 。 通 産 省 は,結 局,民 族 系 中小

石 油 企 業 を 「集約 して そ の基 盤 を強 化 して受 け 入 れ体 制 を整 え,国 民経 済 的 見

地 か ら利 益 追 求 とい う見解 の ヒに 立 って 企業 活動 を 行 え る.企業 が現 れ,率 先 し

、.油 業 法 に よ ・二、て通 産 省 が 石 油 業 界 へ 介 入 した こ とほ事 実で あ る 。

22)松 井 、 前 掲 論 文,523-524ペ ー ジ。

23},」 キIIIJイ「葦1[12じイト史 編 纂委 員 会 「U・r∫石¥¥畠2〔1�ｨ��E�� OコU�i�ﾎ�w山,]988{茗,74� ﾘ・�黹V.�
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て 業 界 の 活動 を 国 の 望 ま しい 方 向 に誘 導 し う る,い わ ゆ る ケ ル ン企 業 野 を設

立す る こ と を 目指 す こ と と した 。 これ が 「民 族 系 石 油 会 社 を対 象 に した 精 阪 大

合 同 の 企 画搾 とな った の で あ る。

この一.一方 で,通 産 省 は,石 油 業法 施 行 後 に お け る混 乱={6,を受 けて,1964年4

月1A,石 油 企 業 に対 して,通 産大 臣 の勧 告 を行 った 。 とい うの は,こ れ 以 前

に,通 産 省 は1962年U月 に石 油 業 法 弟15:条 に も とづ い て ,石 油 製 品 の販 売価 格

の標 準 額 を 設定 して きて お り,ま た石 油 業 法 施 行 直後 か ら,生 産調 整 を 実施 し

て きた。 しか しなが ら石 油 企 業 各 社 はそ れ を守 ろ う と しなか っ た た め,結 果 と

して石 油 製 品 販 売.市場 が 混 乱 してい た の で あ った 。 こ う した事 情 を受 け て通 産

大 臣 〔通 産 省)は 「生 産 調 整 と標 準価 格 を遵 守 して,石 油 業 の 果 た す べ き社 会

的責 任 の 遂行 に万 全 を期 す べ く決 意 を新 た に さ れ る よ う強 く要 望 す る」27}と勧

告 した の で あ っだ 醇:。

ま た,通 産 省 は こ う した状 況 を受 けて,民 族 系 石 油 企 業 の 集 約 を行 う方 向 で

動 き出 した 。 と こ ろが,集 約 さ れ る こ とが 想定 さ れ た民 族.系石油 企 業 各社 の経

営 事 情 は,そ れ ぞ れ 異 な ワて い た 。 た とえ ば 東 亜石 油 は石 油 精 製 お よび石 油 販

売 の企 業 で あ る の に対 して,「 推 進 構 想 の 中 心 だ っ た 日本 鉱 業 」 は 「〈金 石 両

輪 〉,つ ま り,金 属,石 油 の 両 主 力 部 門 の 経 営 が 基 本 と い う 方針 を 堅 持 して い

た翌 の で あ る。 そ の た め,通 産 省 は と りあ えず 販 売 部 門 の集 約 を 行 う こ と と

した。 つ ま り,通 産 省 は 当 初 は国 内 ド流 部 門 の 全 体 につ い て 民 族 系 石 油 企 業 の

集 約 を行 お う と意 図 した が,当 面 は 最 下 流 部 門 の み,す なわ ち販 売 部 門の み の

集 約 へ と方 針 を 転 換 した の で あ る。

こ う して 通 産 省 は 民 族 系 の 中 小 石 油 会社 を 集 約 して 「生 産 調 整 と標 準 価 格 を

24〕 通 商 産 業 省 『石油 業 法 の 運用 とケ ル ンの 関係 』1964年6月.

25)共 同 石ago年 史編 纂 委 員 会,前 掲 書,74ペー ジ.

26)い わ ゆ る 「過 当競 争 」 の激 化 の こ とで あ るが.こ の詳 細 につ い て は 別稿 で 検 討 した い 。

27)通 商 蒔猛 省 石 油課 「通 産 大 臣談 話 要 旨 」1964年4月1日 。

28)「 大 臣(椹 田)つ い に市 況 是 正 で 警 告一…『石 油 政 策』 第3巻 第42号 ,ユ964年3月5阿.

29)渡 部 行rJ(.)MQ宣 言/ジ ャ パ ンエ ナ ジー の新 た な 挑 戦]TBSブIJタ 二 方,1994年,108ベー

ジヨ
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遵 守 」 す る石 油 共 販 会 社 を 設立 す る こ とを,1965年 度 の 重 点 施 策 の 一 つ と して,

具 体 化 す る 方針 を固 め た 。

1965年 度 の 国 家 予 算 の 編 成 が 開 始 され る1964年5月 頃 か ら,通 産 省 は大 蔵 省

お よ び1」.本開 発 銀 行 に対 して 石 油 共 販 会社 実 現 にむ けた 説 得 工 作 を 開 始 した 。

さ ら に通 産 省 は 同 年6月 に1.石 油業 に対 す る国 家 資 金投 入 の必 要性 」 とい うパ

ンフ レ ッ トを関 係 方 面 へ 配 布 した 。

こ う した 通 産.省の 動 向 に.対応 して,政 府 の 経 済 審 議 会 は,1964年U月17日,

「中期経 済計 画 にお け るエ ネ ルギ ー計.画」 を 公 表 した 。 そ れ は 先 に 出 さ れ た 海

外 エ ネ ル ギー.事.情調.査団 の 中 間 報 告 にの っ と り,国.家 資 金 の 活 用 に よ って 共 販

会 社 の設 立 を はか る よ う に提 言 し,ま た 集 約 化 の 将 来.展望 を も示 し,共 販 会 社

構 想 を実 現 す る よ う督促 す る もの で あ った 。 さ ら にそ の 翌 々 日の11月19日 に,

産 業 構 造 審議 会総 合 エ ネ ルギ ー 部 会 は 中 間報 告 を 出 した 。 これ もま た,共 販 会

社 設 立 の 推 進 を うな が す もの で あ っだ 粧,

こ こ に おい て,通 産 省 は,共 販 会 社 の 設 立 と.育成 と に よ り,日 本 の 石 油 産 業

全 体 を まず は 以 下 の よ うな 条件 を 満 た す もの に改 革 して い く こ とを 意 図 した 。

す なわ ち,石 油精 製 ・石 油 製 品 流通 にお け る市 場 秩 序 を確 立 す る こ と,原 油 購

入 にお け る ひ も.付きの な い.原油:悌を確 保 す る こ と,エ ネル ギー 供給 に つ い て 安

全 保 障 を確 立 す る こ と,民 族 系.企業 を育 成 す る こ と に よ って メ ジ ャー ズお よび

メジ ャー ズ系 石 油企 業.各社 と対等 の 立場 で と り.行わ れ る協 調体 制 を確 立 す る こ

と,で あ る欺,通 産 省 は 共 販 会 社 に 「長 期 的 には,共 販 会 社 の成 長 を ま って,

so)1わ が国イ」.油業 のおかれた国際的環境 な どに起 因する生.産流 通.秩序 の著 しい混8Lに よ り,特 に

中小規模 の石'油企 業にあっては収播状 況の悪化,資 金調達 難な どによ り悪循 環に陥 ってお り,民

族系石油 会社は何 よ りもまず体 質強化 や共同化,集 約 を行うべ きである.ま た,現 状 のよ うな過

当競争や流通秩 序の混 乱な どに対処 すべ く中小規模 数社 の間て.共同販売 会社 を設立するな ど,政

.府 として も集約化 を協 力に推進すべ きだ」 と した 。

31)こ れは フリーハ ン ド原油.い わゆ る 「フ リー原 油」のことで ある。当時のひ も付原 油の事情に

ついて は,田 村清 「石油精製 業におけ る外貨 ロー ンの現状 と課.題1『石油∬ 第2(倦 第5号.1964

年5月,を 参照。

32)「 〔U適 正な生 産流 通秩序 の確立」 「〔2)原 油購入にお けるフリ一一ハン ドの確保」「〔3)エ ネル

ギー供給 の安全保障 の充足一 「(4>民 族 系企 業の育成 と国際協調 の達成1で あ る。通産省鉱LI1./
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これ に 業 界 協 調 秩 序 確 立 へ の 積 極 的 な 役 割 を期 待 」 した り,「 資 金 調 達 力 ・製

品販 売 力 な どが 劣 弱 な民 族 系 中堅 会 社 の企 業 維 持 の た め の努 力 が,国 内流 通 市

場 の 拭 乱 要 因 とな って 現 わ れ ざ る を え ない 実 情 にあ った が,共 販 会 社 の設 立 に

よ りこ の よ うな.マイナ ス要 因 の 除 去 が 期 待 さ れ 乙」尉 と し,こ れ に よ って 確 立

.され た秩 序 を 基礎 に して,民 族 系 石 油精 製企 業 を 育 成 して い く こ と.を意 図 した

とい え る 。

通 産 省 は この石 油 共 販 会 社 の設 立 を促 進 す る た め に,共 販 会 社 の 設立 へ参 加

す る予 定 で あ った 民 族 系 石 油 企 業 各 社 に対 して,以 下 の よ うな設 備 許可 を与 え

た。 す な わ ち,1963年 度 に は,日 本 鉱 業 水 島 製 油 所 に5万B/D鋤 の 増 設

(1965年1月 完 成 予 定)の 許 可,1964'度 に は,ア ジ ア石 油 の5万B/Dの 精

製 設備 増 設 の 申請 に対 し4万B/Dの 増 設(横 浜 製 油 所,1966年10月 完 成 予 定 〉

の 許 可.さ らに1965年 摩 に は東 亜 石 油 に5万B/Dの 新 設(名 古 屋 ,ユ968年4

月 完 成 予 定)と 富 士 石 油 に7万B/Dの 新 設(姉 崎,1969年4月 完 成 予 定).と

の 許 可 で あ った 。 これ らは,全 体 の許 可 が ,1963年 度 の40万R/D,1964年 度

の15万5000B/D,1965年 度 の35万B/Dで あ るの に対 して,そ れ ぞ れ12,5%一 ,

25.8%,14.28%と20.0%と で計34.28%と,優 先 的 な許 可 で あ った(第2表 参

照)。

この よ うに して,通 産 省 は,集 約 予 定 の 民族 系 石 油 各 社 に 対 して 「石 油 業 法

の 運用 とケ ル ンの 関係 」 に よ っ て,集 約化 へ の 決意 を うな が そ う と した の で あ

る鋤。

以上,通 産 省 は,石 油 業 法 に よ る石 油 業 界 へ の統 制.・介入 を補 完 す る もの と

して,の ち に共 同石 油 の 成 立 へ と結 晶 す る石 油 共 販 会 社 設 立 構 想 を展 望 す る こ

と に な った ので あ る。 また この 構 想 に よ る石 油 共 販 会 社 は,将 来 に展 望 され る

「和 製 メ ジ ャー 」 とい う石油 開発 か ら石 油 精 製 お よ び販 売 まで を垂 直 統 合 的 に

、局 石 油計 画 課 ・石 油業 務 課 編,前 播 書,393-395ペ ー ジ。

33)同 上書,393-394ペ ー ジ。.

34)B/Dは.「 バ ー レル/日 」 の略 表 記 で あ る。 な お1バ ー レル は0.159klで あ る。

35)共 同石 油20年 史 編 纂 委 員 会,前 掲 書,75ペ ー ジ。.
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第2表 石 油 共 販 会 社 参 加 予 定 企 業 へ の 石 油 精 製 設 備 新 増 設 許 可 〔1963.一65年度)

日.本鉱業. アギア軸 耕 石油 富.妬油 計 国内全体 Ili有率

水島製油所

1963年 度 5.万E.!.D(増設) 5,%「D 41〕万B.,'.D 12.5%

1%5.1.完 嘆碇

横浜.製油所

1964..年度 ・駒.B/D〔 増設:〕 4.ノ∫B.Φ 励'50〔IIB1.D 25.8%

.

196。.:O.完成 綻

名古.屋製油所 購製前
1965年度 1968,4.完 成.碇i 所B⑳ 〔新設:. 12んIBID 35加 〆D 3.4.23%

7万B/D.:新 設:1…1969.・t完 成..碇

出所:共 同イ.f油Z〔〕年 史編纂 委員会.前 掲 書,よ り作成.

行 う企 業 に と って,そ の販 売部 分 を 担 う こ とに な る,と い う期 待 を もた れ た の

で あ った 。 しか し同 時 に,石 油 精 製 部 門(さ らに は 開 発 部 門)に つ い て の 民 族

系 石 油企 業 の統 合 は,こ の構 想 に お い て は捨 象 さ れ た の で あ り,そ れ は 課 題 と

して 先 送 りさ れ る こ と とな っ た とい え よ う。

IV結 語

石 油 業 法 の 目 的 は,ま ず 通 産 省 に よ る石 油 業.界へ の 介 入 を継 続 す る こ とで

あ った 。 戦 後 にお け る政 府 ・通 産 省 の 石 油 業 界 へ の 介 入 の あ り.方は,外 貨 割 当

制 を通 じて行 わ れ て い た 。 い い か え れ ば,石 油企 業 各 社 へ の外 貨 の 割 当 量 を調

整 す る こ とで,各 社 単 位 で の原 油 の輸 入量 を 制 限 す る こ と に よ る介 入で あ った 。

しか し,資 本 の 白 山化 と同時 に行 わ れ る 石油 の 自由化 に と もな い,外 貨 割 当 制

度 は廃 止 され る こ と とな っ た。 通 産 省 は石 油 産 業 に対 して 介 入 を継 続 す る こ と

が必 要 と思 わ れ た 。 そ のた め外 貨 割 当制 に代 わ る 介 入 の方 法 が 石 油 口出化 を前

に模 索 され る こ と とな った 、、そ こで 求 め られ た のが 石 油 業 法 で あ っ た、.,

通 産 省 が 石 油 業.界昏 の 介 入 を継 続 す る こ と を意 図 した 理 由 は,石 油 産 業 に お

け るい わ ゆ る 「過 当競 争 」 の 存在 で あ る、,それ は 石 油 精 製 能 力 が 販 売 能 力 を上

回 る こ と に よ る精 販 ギ'ヤ.ソプ,給 油所 の乱 立 と激 しい 競 争 に よ る.石油 製 品 価 格
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の低下 といった過剰設備 ・過剰生産によるものであった。この 「過当競争」 に

よって特に民族系石油企業は経営状態の悪化に悩 まされていたのである。

そこで通産省は,石 油業法によって石油産業を秩序だった状態に統制す るこ

とを意図した。当時,民 族系石油企業である出光興産は,比 較的安価なイラン

原油や ソ連原油を独自に輸入 していた。出光興産のこうした活動は石油業界の

「過当競争」を激.化させる 一因になっていると通産省には映 っていた。通産省

はこうした独 自の企業活動に対 して統制をかける必要性を感 じたのである(で

あるか ら当然,出 光興産は石油業法の制定に関して反対に回ったのであった)。

石油業法の意義は,以 上のような通産省の意図が,石 油業法にそのまま反映

されたことである。その主な内容は,通 産大臣による供給計画と.石油製品の標

準価格の設定,石 油企業各社の石油精製設備や特定設備について許可制とする

こと,各 社の石油精製 ・生産計画や原油の輸入計画について届出制 とすること,

などであった。

このような内容の石油業法となるまでの過程において,そ の制定の主導権は

石油業界にではな く通産省に存在 していた。石油業界は通産省に対 して従属的

であった。その要因は,石 油業界の石油業法に対.する態度が賛成 ・条件付 き賛

成 ・反対の3つ に割れていて,業.界 としての態度を統一..させ ることがで きな

かったことが大 きい。

通産省はこうしてみずか らの政策的意図を十分に貫徹させた石油業法を制定

させ,石 油業界に対する介入 ・統制の根拠づ くりに成功 した。石油業法制定.直

後から,そ のほとんどの条項を発動 し,.介入 ・統制に乗 り出したのである。

以上が,石 油業法の目的と意義である。

次に,石 油共販会社構想であるが,こ の目的は,ま ず石油業法 と同じく,石

油業界に対する通産省による介入 ・統制であった。石油業法の制定および発動

によっても,石 油業界はそれを遵守せず,「過当競争」という状況は継続 して

いた。そのため通産大臣による勧告が行われる事態におちいっていた。通産省

は,石 油業界に対する介入 ・統制について,さ らに新たな方策を採ることを模
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察 しはじめた。

石油業法を制定する過程で,和 製石油メジャーといえる企業を創出すること

が考えられていた。これは海外での石油開発から輸送,精 製,販 売までを一貫

して行う民族系石油企業を立ち ヒげようという構想であった。しかし,現 実的

にはそのような和製.メジャーをつ くりあげることは当面は困難であると判断さ

れた。

石油業法後にも 「過当競争」が継続する時期において,通 産省は,和 製 メ

ジャー構想そのものは将来において実現するという展望を示しておくため,そ

の.和製メジャーの基礎 となりうる民族系石油企業をつ くりだす ことを模索した、,

それは石油精製および石油製品販売までの国内下流部門全体を包括するもので

あった。

しか し,通 産省は,口 本における石油精製 ・販売の市場 シェアは既存の石油

企業でぽぼ固定されており,官 製あるいは半官半民の石油企業をあらたに立ち

上げて石油市場に参人することは困難であると判断された。そこで,ゼ ロか ら

石油企業を立ち ヒげるのではなく,既 存の石油企業各社を利用することでこれ

を実現するという,民 族系石油企業の集約を構想 した。

この民族系石油企業集約の構想は,精 製部門および販売部門を包括するもの

であった。 しか し,そ こに集約することが想定される諸企業にはそれぞれ各社

ごとに異なる事情があ り,精 製 ・販売全体の集約は難 しいと判断された。そこ

で,通 産省は,民 族系石油企業集約を将来の展望 としておき,そ の展望が現実

的になった時に基盤 となるような民族系石油企業の.販売部門の集約を意図 した

のである。こうして成立する石油製品販売の新会社は,自 社の販売部門をス ピ

ンオフしてその新会社に集約させた石油(精 製)企 業の石油製品を販売する共

販会社となることが予定された。

通産省は,こ の民族系石油企業の販売部門を集約 した新会社を,「過当競争」

という状況にある石油業界を秩序化させ られるあたか も 「扇の要」のように活

動させるということ,そ してこの新企業の活動には通産省の意図を反映させ る
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とい う こ とを,方 針 と して意 図 した ので あ る 。 これが 石 油 業 法 後 の 通 産 省 に よ

る石油 業 界へ の 介 入 ・統 制 の新 た な 方策 を模 索 した結 論 で あ った 。 共販 会 社 構

想 とは こ う した もので あ った。

共 販 会社 構 想 の意 義 は,ま ず,以 上 の よ うな通 産.省の方 針 が 国 家 的 プ ロ ジ.L

ク トと して承 認 さ れ た こ とに あ る。 それ は,こ う した通 産 省 の動 向 に対 して,

政府 の経 済審 議 会 が 「中期 経 済計 画 に お け る エ ネル ギ ー..一計 画」 の 公 表 の 中 で 国

家資 金 の 活用 に よ る石 油 共 販会 社 設 立 を提 言 し,ま た,産 業構 造 審議 会 総 合 エ

ネル ギ ー 部会 が 中 間報 告 の 中で 共 販 会社 設 立 を うな が した こ とに示 さ れ て い る、、

しか し,同 時 に,共 販 会社 構 想 は,当 初 の課 題 を先 送 り して行 わ れ る こ とに

な る もの で あ った。 当初 の和 製 メ ジ ャー構 想 に お い て は 開 発 か ら販 売 ま で を 包

括 す る民 族 系 石油 企 業 の創 設 が 意 図 され たが,当 面 は そ の基 礎 とな り う る民 族

系石 油 企 業 を 集約 す る とい うこ とで 国内 の石 油 精 製 ・販 売 部 門 に範 囲が 縮 小 さ

れ,さ らに この共 販 会 社 構 想 に おい て は民 族 系 石 油 企 業 を集 約 す る際 に そ の基

礎 とな るで あ ろ う民 族 系 石 油 販 売 企 業 を創 設 す る とい う販 売 部 門 へ の 限 定 に ま

で縮 小 され たか らで あ る。 つ ま り精 製 部 門 の集 約 が課 題 と して残 さ れ,さ らに

海外 の石 油 開 発 か ら国 内へ の輸 送 まで の部 門 の集 約 も先 送 りされ た ので あ る、,

以 上 が 共販 会社 構 想 の 目的 と意 義 で あ る。

最 後 に石 油 業 法 と共 販 会 社 構 想 との関 係 につ い て述 べ る[調

石油 業 法 と共 販 会 社 構 想 との 関 係 は,前 者 か ら後 者 へ の発 展 関係 に あ る。 以

上で 明 らか に して きた よ う に,行 油 業 法 の 目的 は石 油 自 由化 後 に お け る通 産 省

に よ る石 油 業 界 へ の 介 入 ・統 制 の 継 続 で あ った 。 「過 当 競 争 」 とい う状 況 の 石

油 業 界 を秩 序 化 す る こ とに その.主眼 が おか れ て い た。 共 販 会社 構 想 は そ の石 油

業 法 に よ って も混 乱 が 収 ま ら ない なか で,通 産 省 が 新 た な.介入 ・統 制 の方 策 を

模 索 し.て出て きた もの で あ る。 こ う した 点 で2つ の政 策 に は継 続 性 が あ り,後

者 ぱ前 者の 発 展 にあ る とい え る。 ま た,共 販 会社 構 想 の 原 型 は,石 油 業 法 の 制

定 の過 程 に お いて 萌 芽 が み られ た が,そ れ が 現 実 化 した とい う点 で も発 展 関 係

に あ る とい え る。
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しか し.,石 油 業 法 と共 販 会 社 構 想 とは 区 別 さ れ るべ き点 もあ る.,そ れ は政 策

意 図 の 発 想 とい う点 で あ る、、石 油 業 法 は 現 に い ま 起 きて い る石 油 業 界 の 混 乱 を

取 り急 ぎ秩 序 化 す る,と い う意 図 が 大 きい 。 そ れ に 対.して,共 販 会 社 構 想 は,

取 り急 ぎの秩 序 化 だ け で は な く,精 製 お よ び 販 売 が統 合 さ れ た 民 族 系 石 油 販 売

企 業 を,さ らに 和 製 メ ジ ャー を展 望 し,将 来 そ れ らの 基礎 に な る とい う役 割 を

担 う もの と して 意 図 さ れ た ので あ る 。 ま た 共 販 会社 構 想 ぽ,通 産 省 の 政 策 意 図

を 反 映 した活 動 を お こ な う企 業 を創 設 さ せ る とい う点 で,法 制 度 に よ って 石 油

業 界 へ の 介 入 ・統 制 を行 う石 油 業 法 とは発 想 で一 線 を 画 して い る とい え る 。

以 上,石 油 業 法 と共 販 会社 構 想 と の 関係 は発 展 関係 に あ り,セ ッ トに して と

らえ な け れ ば な ら ない が,同 時 に,そ れ ぞれ の政 策 意 図 の発 想 とい う点 で は 区

別 して考 察 しな けれ ば な ら ない もの で あ る。


